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資料-１ 盛岡市の自然的･社会的特性 

 

１ 自然的特性 

１-１ 位置・地勢 

本市は、北上盆地の北部、北東北三県のほぼ中央部に位置しています。東部を北上高地の山々に、

西側を奥羽山脈の山々に囲まれ、南に開けた平地には北上川、中津川、雫石川が流れています。 

また、岩手県の県庁所在地であり、政治、経済、教育、文化など多くの都市機能において、県の中心

的な位置を占めています。中心市街地は、北東北における鉄道や高速交通網の結節点としてその重要

性を高め、商業業務地区や都市機能が整備・集積されています。 

本市は、1992（平成４）年の都南村、2006（平成18）年の玉山村との合併を経て、現在では886.47km2と

なり、岩手県の面積（15,278.89km2）の約5.8％を占めています。 

 

１-２ 気候 

本市の気候は、寒暖差の大きい内陸性の特性を有します。 

2000～2020年における平均気温は10.7℃、年平均降水量は1310.9mmとなっており、降水量は夏季に

多い傾向となっています。 

一年間の気温の変化は、１月の-1.6℃から８月の23.8℃と寒暖の差が大きくなっています。 

 

 
図 資-1  盛岡市の平均気温と降水量（盛岡地方気象台 2000年～2020年平均） 

【気象庁（盛岡地方気象台）データを元に作成】 

 

1-３ 土地利用 

市域のうち、山林が59.2％と最も多く、次いで、田が5.1％、畑が4.8％を占めています。 
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      【固定資産概要調書データを元に作成】 
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２ 社会的特性 

２-１ 人口・世帯数 

(1) 産業別従業者数、事業所数 

本市の人口は、2030（平成42）年には、2010（平成22）年に比べ約9％減少し、高齢化率は32％となり、

2010（平成22）年に比べ約11％増加すると予測されています。 

 
図 資-３  盛岡市の人口及び高齢化率 

【国勢調査の統計データ及び盛岡市人口ビジョンの人口推計データを元に作成】 

 

 

(2) 世帯数 

本市の世帯数は、総世帯数は増加している一方、一世帯あたりの人員は減少しています。 

 

 
図 資-４  盛岡市の世帯数と一世帯あたりの人員 

【国勢調査の統計データを元に作成】 
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２-２ 産業 

(1) 産業別従業者数、事業所数、床面積 

①産業別従業者数 

本市の産業別従業者の割合は、第一次産業及び第二次産業が減少し、第三次産業が増加する傾向

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

図 資-５  盛岡市の産業別従業者数の推移  【資料：国勢調査の統計データを元に作成】 
 

②事業所数 

本市の事業所数は、2012年度に減少しましたが、2019年度には増加し16,403事業所となっています。 

 
図 資-６   盛岡市の事業所数の推移   【経済センサスデータを元に作成】 

 

③床面積 

本市の業務系床面積はほぼ横ばい、2016年度以降は温室効果ガス排出量の減少傾向が見られます。 

 
図 資-７   温室効果ガス排出量と事務所・店舗・百貨店・銀行の面積等の推移 

        【面積･棟数・一棟あたり面積は、「盛岡市統計書」建築データを元に作成】 
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(2) 農業 

本市の経営耕地面積は、年々減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 商業 

本市の年間商品販売額や従業員数は、減少の傾向となっています。 

 
 

(4) 工業 

本市の製造品出荷額や事業所数及び従業員数は、おおむね減少傾向となっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 資-10  盛岡市の製造品出荷額、従業員数及び事業所数の推移 【工業統計調査データを元に作成】 
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図 資-８  盛岡市の経営耕地面積の推移    【農林業センサスデータを元に作成】 
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２-３ 交通 

(1) 交通網 

本市の交通網は、東北自動車道が市域の西部を南北に縦走し、盛岡IC及び盛岡南ICが設置されてい

ます。 

国道は、国道４号が市街地を南北に縦走し、国道46号、106号、396号、455号が放射状に伸びています｡ 

鉄道は、JR東北本線、IGRいわて銀河鉄道及びJR東北新幹線が南北に縦走し、JR秋田新幹線・田沢湖

線が西ヘ、JR山田線が東へと伸びています。 

 

 
図 資-11  盛岡市の交通網 

 

(2) 通勤通学時の交通手段 

本市の通勤通学時の交通手段は、自家用車の利用率が約55％と高い割合となっており、自動車に依

存したライフスタイルが定着していることがうかがえます。一方、自転車の利用率は、自家用車に次いで多

く、全体の約22％を占めています。 

図 資-12   盛岡市の通勤通学時の交通手段 【国勢調査の統計データを元に作成】 

※割合は、小数点以下を四捨五入している関係で合計が100％にならないことがあります。 
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２-４ 住宅 

本市における住宅数は増加を続けています。また、一戸あたりの床面積は1998年から2008年にかけて

増加しましたが、2013年には減少しています。 

 
図 資-13  住宅数と一戸あたりの延べ床面積の推移 

【住宅・土地統計調査報告を元に作成】 

 

 

２-５ 廃棄物 

(1) ごみ処理 

ごみ排出量は、年々減少しています。 

 

 
  図 資-14  ごみの処理状況  【資料：もりおかの環境を元に作成】 

  ※数字は、旧盛岡市地区、旧都南村地区、旧玉山村地区の合計 
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資料-２ 温室効果ガス排出量の現況推計算定条件 

 

１ 対象とする温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、市域内で排出されている以下の７物質とします。また、エネル

ギー起源の二酸化炭素については、産業部門、家庭部門、業務その他部門、運輸部門からの排出を

対象とします。 

 

表 資-１               本計画で対象とする温室効果ガス 

温室効果ガス 概要 地球温暖化係数※ 

二酸化炭素（CO2） 
主に化石燃料を燃焼させると発生する。温室効果ガ

スの９割をしめており、温暖化への影響が大きい。 
1 

メタン（CH4） 
湿地や水田、家畜の消化管内発酵、天然ガスの生

産、廃棄物処理及び排水処理などから発生。 
25 

一酸化二窒素（N2O） 
海洋や土壌、 窒素肥料の使用や工業活動に伴って

放出されます。 
298 

ハイドロフルオロカーボン 

（HFCS） 

冷蔵庫やエアコンの冷媒、 半導体洗浄などに使用さ

れています。 
12～14,800 

パーフルオロカーボン 

（PFCS） 

主に半導体の製造工程におけるエッチングや洗浄に

使用されています。 
7,390～17,340 

六ふっ化硫黄（SF6） 電気の絶縁体などに使用されています。 22,800 

三ふっ化窒素（NF3） 
主に半導体の製造工程におけるエッチングや洗浄に

使用されています。 
17,200 

※地球温暖化係数とは、二酸化炭素を基準（=1）として各物質が温暖化をもたらす程度を示す数値のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 温室効果ガス排出量の現況推計算定条件 

本計画において、計画期間における温室効果ガス削減目標を定めるための現況推計に当たっては、 

「地方公共団体実行計画（区域施策編）策定・実施マニュアル（本編）（令和３年３月 環境省・総合環境

政策局環境計画課）」に基づくこととし、その算定条件は次のとおりとします。 

(1) 算定対象期間 

算定対象年次は、市域からの温室効果ガス排出量の現況を把握するため2013（平成25）年度以降

の各年としました。 

なお、算定に用いる統計資料（都道府県別エネルギー消費統計）の公表時期を踏まえ、最新年は

2018（平成30）年度としました。 

二酸化炭素

91.7% 

メタン

2.4% 

一酸化二窒素

1.6% フロン類

4.3% 

図 資-15  日本の温室効果ガス排出割合（ガス種別 2018 年度）CO2換算後 

出典：環境省ホームページ[https://www.env.go.jp/press/files/jp/113761.pdf]データをもとに本市作成 

12億4,000 

万t-CO2 

(2018年度) 



資-8 

 

(2) 算定にあたっての基本的な考え方 

算定に使用する資料は、将来にわたり発行されるものであること及び入手が容易なものであることと

し、次年度以降の算定作業の容易性を考慮し、継続的な入手が困難なデータ（東北電力提供データ、

モニター調査結果等）は原則用いないこととしました。 

また、市域からの排出量が全体に比べ非常に少ない項目及び算定の精度が低い部門についても

算定は行わないこととしました（上下水道、農業廃棄物の焼却、埋立処理場等）｡ 

(3) 算定方法及び資料 

温室効果ガス排出量の算定方法と算定に用いた資料を示します。 

 

表 資-２      温室効果ガス排出量の算定方法（エネルギー起源二酸化炭素） 

部 門 エネルギー種別消費量算定方法 データの出典 

産業 

部門 

製造業 

①業種別エネルギー消費量原単位 

=業種別エネルギー消費（岩手県） 

/業種別出荷額（岩手県） 

②業種別エネルギー消費量原単位 

×業種別出荷額（盛岡市） 

・都道府県別エネルギー消費

統計 

・工業統計 

農林水産業 
農林水産業エネルギー消費量（岩手県） 

×農林水産業従業者数の比（盛岡市/岩手県） 

・都道府県別エネルギー統計 

・国勢調査 

建設業・鉱業 
建設業・鉱業エネルギー消費量（岩手県） 

×就業者数の比（盛岡市/岩手県） 

・都道府県別エネルギー消費

統計 

・国勢調査 

家庭 

部門 

灯油・ＬＰガス 
家庭の年間購入量（盛岡市） 

×世帯数（盛岡市） 

・家計調査年報 

・国勢調査 

電力 
家庭部門電力消費量（岩手県） 

×世帯数の比（盛岡市/岩手県） 

・都道府県別エネルギー統計 

・国勢調査 

業務部門 
業務エネルギー消費量（岩手県） 

×業務系延べ床面積の比（盛岡市/岩手県） 

・都道府県別エネルギー統計 

・国勢調査 

運輸 

部門 
自動車 

国立環境研究所 道路交通センサス 

自動車起終点（OD）調査データ 

・市区町村別自動車交通ＣＯ２

排出テーブル 

 

 

表 資-３    温室効果ガス排出量の算定方法（エネルギー起源二酸化炭素以外） 

部門 ガス種類 排出部門別消費量算定方法 データの出典 

自動車 
ＣＨ４ 

自動車の種類別走行距離×排出係数 
・市区町村別自動車交通 

ＣＯ２排出テーブル Ｎ２Ｏ 

廃棄物（燃焼） 
ＣＯ２/ ＣＨ４/  

Ｎ２Ｏ 

一般廃棄物焼却量及び産業廃棄物 

×排出係数 
・盛岡市統計 

農業 
ＣＨ４ 

水田作付面積、 家畜飼養頭数×排出

係数 
・盛岡市統計 

Ｎ２Ｏ 家畜飼養頭数×排出係数 ・盛岡市統計 

代替フロン等 

３ガス分野 

HFCS PFCS 

ＳＦ６ 

代替フロン排出量（全国） 

×（人口、 電気機械製造品出荷額、 

電力量等）比（盛岡市/全国） 

・総合エネルギー統計 

・盛岡市統計 

・家計調査年報 等 

森林等の 

吸収源 
ＣＯ２ 

間伐、 植栽、 植林によるバイオマス蓄

積量の算定 
・盛岡市統計 
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資料-３ 温室効果ガス排出量の状況 

 

１ 温室効果ガス排出量の経年変化 

本市ではこれまで、市民・事業者と協働しながら温室効果ガスの排出量削減に取り組んできましたが、

2013（平成25）年度の温室効果ガス排出量の約246万 t-CO2から 2015（平成27）年度にピークを迎え、 

それ以降は緩やかに減少しています。 

単位:千 t-CO2    

ガス種 部門／分野 

温室効果ガス排出量（単位：千ｔ-CO2） 

2013 
年度 

2014 
年度 

2015 
年度 

2016 
年度 

2017 
年度 

2018 
年度 

エネルギ

ー起源

CO2 

産業部門 

製造業 118 114 137 115 110 109  

建設業・鉱業 27 29 30 29 30 28  

農林水産業 32 48 42 51 45 45  

業務その他部門 809 798 842 672 603 634  

家庭部門 702 646 717 643 636 560  

運輸部門 
自動車 

旅客 323 325 327 326 305 295  

貨物 205 204 202 210 194 185  

鉄道 27 26 25 24 23 23  

小計 2,243 2,190 2,322 2,070 1,946 1,878  

非エネル

ギー起

源 CO2 

廃棄物 

分野 
焼却 

一般 

廃棄物 
56 55 55 54 52 52  

メタン 燃料、農業、廃棄物 37 35 30 29 31 32  

一酸化

二窒素 
燃料、農業、廃棄物 37 22 19 19 25 25  

フロン等 
代替ﾌﾛﾝ等３ガス分野 

（HFC、PFC、SF6） 
91 100 112 120 126 133  

合    計 2,463 2,412 2,537 2,292 2,181 2,120 

※電力の排出係数は、各年の値を使用しています。 

※四捨五入の関係上、合計などが一致していない場合があります。 

 

２ 部門別の二酸化炭素排出量 

(1) 部門別の経年変化 

市域から排出されている温室効果ガスの約91％を占める（図

資-16）二酸化炭素の排出状況を部門別にみると、業務その他

部門（小売店舗・事務所等）からの排出量が最も多く、排出量

全体の約 33％を占めています。続いて家庭部門が29％、運輸

部門が26.1％を占めており、産業部門が9.4％、廃棄物からの

排出量が約2.7％となっています。（図資-17） 

二酸化炭素

91%

メタン

2%

一酸化二窒素

1%

代替フロン等, 6%

二酸化炭素

メタン

一酸化二窒素

代替フロン等

2,120

千t-CO2

表 資-４ 

図 資-16  本市の温室効果ガス排出内訳 
（2018年度） 

本市における温室効果ガス排出量の経年変化 
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本市は、全国の部門別排出量の割合と比較して産業部門が約25.6％低く、家庭部門と業務その他

部門及び運輸部門は、それぞれ14.4％、15.7％、7.6％高い値を示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基準年（2013 年度）を 100 とした場合の部門別 CO2排出量の推移 

 

産業 9.4%

産業 38.4%

産業 35.0%

家庭 29.0%

家庭 13.0%

家庭

14.6%

業務その他

32.9%

業務その他

9.2%

業務その他

17.2%

運輸 26.1%

運輸 16.6%

運輸 18.5%

エネルギー転換 0.6%

8.4%

工業プロセス

11.9%

4.1%

2.7%

廃棄物 2.5%

廃棄物

2.5%

その他

7.9%

0.3%
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盛岡市

岩手県

全 国

グラフタイトル
工業プロセス
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（2013年＝100） 

図 資-18  本市における部門別 CO2排出量の経年変化 

図 資-19 

エネルギー転換 

図 資-17  全国、岩手県及び本市における部門別 CO
2
排出割合（2018 年度） 
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(2) 産業部門 

本市の産業部門からの二酸化炭素排出量は、 2018（平成 30）年度において全体の約 9.4％であり、 

全国の排出割合（約35％）よりも低い傾向となっており（図資-17）、市内に大型の工業地域等が集積し

ていない本市の特性を表しています。2015年度に製造業において排出量が増加しましたが、それ以

降は減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 家庭部門 

本市の家庭部門からの二酸化炭素排出量は、2018（平成30）年度において全体の29％であり、国や

県よりも高い傾向を表しています。この家庭部門のうち、電力が約 62％を占め、次いで、灯油が 29％を

占めています。 
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図 資-23 本市の家庭部門 

排出内訳（2018 年度） 

図 資-22  本市の二酸化炭素排出量の経年変化（家庭部門） 

560 千 

t-CO2 

図 資-20  本市の二酸化炭素排出量の経年変化（産業部門） 

図 資-21 本市の産業部門 

排出内訳（2018 年度） 
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(4) 業務その他部門 

本市の業務部門からの二酸化炭素排出量は、2013（平成25）年度において全体の約33％であり、産

業部門の排出量が少ないことから、相対的に国や県の排出割合よりも高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 運輸部門 

本市の運輸部門からの二酸化炭素排出量は、2018（平成30）年度において国や県の排出割合より

も高い傾向が見られます。このうち、自動車からの排出内訳は、旅客が約62％を占め、貨物が約38％

を占めています。 

本市の自動車からの排出量は、自動車保有台数が増えているにも関わらず減少傾向にあります。 

 

 

  

貨物
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旅客

38% 480千
t-CO2

図 資-26 本市の自動車の 
排出内訳（2018 年度） 

（2018 年度） 

図 資-25  本市の二酸化炭素排出量の経年変化（自動車） 
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図 資-24  本市の二酸化炭素排出量と使用電力量の経年変化（業務その他部門） 
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資料-４ 地球温暖化対策による温室効果ガス削減見込量の算定根拠 

 
部門 主要な対策 具体的な対策内容 算出方法（削減見込み量） 

産業 
建物の省エネ 

FEMSを利用したエネルギ
ー管理の実施 

本市の2030年度産業部門排出見込量168千ｔ-CO2×FEMS導入率（国の目標）
23％×FEMS導入による削減効果（国の実績平均）2.7％ 

電力の低炭素化 
再エネ比率の増加等、発
電・電力設備の低炭素化 

国の2030年度削減見込量 353,000 千t-CO2×2018年度電力需用比率（本市/
国）0.00214×盛岡市の分野別電力需要比率（産業/全体）7.7％ 

産業・ 
業務 

建物の省エネ 
省エネ診断、BEMSを利用し
たエネルギー管理の実施 

国の2030年度削減見込量 6,440 千ｔ-CO2×業務系延床面積比率（本市/全国）
0.00309 

業務 
その他 

建物の省エネ 

省エネ基準適合の推進 
（住宅を除く・新規） 

国の2030年度削減見込量 13,100千ｔ-CO2×業務系延床面積比率（本市/全
国）0.00309 

省エネ基準適合の推進 
（住宅を除く・既築） 

国の2030年度削減見込量 3,550 千ｔ-CO2×業務系延床面積比率（本市/全国）
0.00309 

公共施設への省エネ設備の
導入 

市有施設照明の 90％を蛍光灯、電球等から高効率照明（LED）に変更する条
件下で独自に算出。 

公共施設への再エネ施設の
導入 

市内公共系施設の太陽光発電ポテンシャル値 167,271 千kWｈ/年×市有施設
（庁舎、公民館、学校等教育施設、体育館、病院）延床または建築面積割合概
算（市有施設/全施設）40.6％×太陽光発電設備導入率 50％×2030年の電力
排出係数見込 0.37kg-CO2/kWh 

電力の低炭素化 
再エネ比率の増加等、発
電・電力設備の低炭素化 

国の2030年度削減見込量 353,000 千t-CO2×2018年度電力需用比率（本市/
国）0.00214×盛岡市の分野別電力需要比率（業務その他/全体）50.9％ 

家庭 

再エネの導入 太陽光発電設備の導入 年間削減見込量 2.4t-CO2/世帯×2030 年度目標世帯数 17,000戸 

建物の省エネ 
HEMS・スマートメーター 
の活用 

国の2030年度削減見込量 5,691 千ｔ-CO2×2018年住宅数比率（本市/全国） 
0.00265 

高効率な省エネ 
器機の普及 

省エネ性能が高い家電類の
導入（トップランナー制度） 

国の2030年度削減見込量 4,757 千ｔ-CO2×国勢調査人口比率（本市/全国）
0.00233 

LED等の高効率照明の普及 
前計画の削減目標（導入率 50％）18 千ｔ-CO2×本計画の削減目標（導入率
80％）1.6 

高効率給湯器 
の普及 

潜熱回収型（エコジョーズ） 
国の2030年度排出削減見込量 8,980千ｔ-CO2×2018年度住宅ストック比(盛岡
市/全国)0.00239 
※国の削減見込量 8,980千ｔ-CO2は３機種の合計値 

ヒートポンプ（エコキュート） 

コージェネレーション  
（エネファーム） 

住宅・建物の 
高断熱化 

新築住宅への導入 
国の2030年度削減見込量 8,720ｔ-CO2×2020年度新設住宅戸数比（盛岡市/全
国）0.00221 

既設住宅の改修 
国の2030年度削減見込量 2,230 千ｔ-CO2×2018年度住宅ストック比（盛岡市/
全国）0.00239 

省エネ行動の 

実践 

クールビズ、 ウォームビズ

の実践 

2030年度のクールビズ、ウォームビズ実施による削減量417千t-CO2×2030年

度推計人口比（盛岡市/全国）0.00231 

家庭向け省エネ
診断の活用 

家庭向け省エネ診断の活用 
削減見込量 1.1ｔ-CO2/世帯×2030年度目標世帯数580世帯 
（前計画から継続） 

電力の低炭素化 
再エネ比率の増加等、発
電・電力設備の低炭素化 

国の2030年度削減見込量 353,000 千ｔ-CO2×2018年度電力需用比率（本市/
国）0.00214×盛岡市の分野別電力需要比率（運輸/全体）2.3％ 

運輸 

旅客・運輸の 
脱炭素化 

旅客・運輸におけるエネル
ギー消費効率の向上 

・国2030年度削減見込量1,010千ｔ-CO2×2021年度運輸車両保有台数比（盛岡
市/全国）0.00101＝1.0千ｔ-CO2 
・国2030年度削減見込量1,923千ｔ-CO2×2021年乗用車（軽含む）保有台数比

（本市/全国）0.00275÷排出量原単位補正（自家用車/バス）2.46－本市独自取
組分２千 t-CO2＝0.1 千ｔ-CO2 
・国2030年度削減見込量2,600千ｔ-CO2×2013年鉄道路線営業距キロ数比（本

市/全国）0.00456＝11.9 千ｔ-CO2 

クリーンエネルギ
ー自動車の普及 

クリーンエネルギー自動車
の市内への普及 

・国の2030年度排出削減見込量 26,740千ｔ-CO2×2021年自動車保有台数比

（本市/全国）0.00251＝67千ｔ-CO2（※対策評価指標では「新車販売割合の 50
～70％が次世代自動車」） 
・2030年度の販売数に占める次世代自動車割合が 60％の場合、2030年度の

次世代自動車保有台数比は約 38％と推計（「次世代自動車普及戦略（環境
省）」参照）→本市の 2030 年度の次世代自動車普及率目標は75％であること
から，削減量目標は 67 千ｔ-CO2×２≒145 千ｔ-CO2 

エコドライブの 
実施 

エコドライブ実施率の向上 
国の2030年度削減見込量 101 万ｔ-CO2×2021年自動車保有台数比（本市/全
国）0.00251 

公共交通・自転車
の利用促進 

通勤における自家用車利用
の削減 

もりおか交通戦略における目標値７ｔ-CO2/日×年間の平日数260日 
（前計画から継続） 

電力の低炭素化 
再エネ比率の増加等、発
電・電力設備の低炭素化 

国の2030年度削減見込量 353,000 千ｔ-CO2×2018年度電力需用比率（本市/
国）0.00214×盛岡市の分野別電力需要比率（産業/全体）7.7％ 

廃棄物 
廃棄物処理に 
おける取組 

家庭ごみ（可燃・不燃） 
の削減 

2030 年度廃棄物削減見込量 8,653ｔ×ごみ焼却における排出原単位
0.421ｔ-CO2/ｔ （盛岡市一般廃棄物処理基本計画を参照・前計画から継続） 

事業系ごみ（可燃・不燃） 
の削減 

2030年度廃棄物削減見込量 6,764ｔ×ごみ焼却における排出原単位
0.421ｔ-CO2/ｔ （盛岡市一般廃棄物処理基本計画を参照・前計画から継続） 

吸収源 吸収源の確保 森林整備による吸収源確保 
2030年度育成林施業予定面積 997ha×育成林の平均吸収量 4.95ｔ-CO2/t 
（前計画から継続） 

※電力排出係数… 2013年度：0.57kg-CO2/kWh、 2030年度：0.37kg-CO2/kWh として算出。 

※住宅ストック比、 新設住居比、 自動車保有台数比は、 2030 年度予測が困難なため、最新年度の実績比を流用。 
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資料-５ 将来予測される気候変動の影響  

以下の影響は、「日本における気候変動による影響に関する評価報告書（平成27年 中央環境審議会 地

球環境部会 気候変動影響評価等小委員会）」、「気候変動適応情報プラットフォーム（国立研究開発法

人 国立環境研究所）」を参照したものです。なお、本市において対象のないもの（海洋や高潮など）は

除外しています。 

 

 □ 農業・林業                                                               

 

(ｱ)水稲 

現状 ・気温上昇による品質低下。 

将来 

・平均気温の上昇について一定の温度（生育適温）までは収穫量は増加。 

・    〃      一定の温度を超えると低下に転ずる。 

・融雪流出量の減少による水資源不足。 

   

(ｲ)  野菜 

現状 

・露地栽培における収穫期の早期化。（根菜類、葉菜類、果菜類） 

・    〃   生育障害、生産性の低下。（葉根菜類、果菜類） 

・施設栽培における高温による着果不良、日焼け等。（トマト等） 

・    〃   冬季気温の上昇による暖房費の減少。 

将来 

・栽培時期の調整及び品種変更により、栽培そのものが不可能になる可能性は低い。 

・寒冷気候を好む種類・品種への影響。 

・無降雨日及び短時間強雨の増加。 

・施設栽培では冬季のコスト（暖房費）の減少。 

 

 (ｳ)果樹 

現状 
・りんごの品質低下。（着色不良、日焼け等） 

・ 〃  品質変化。（果実軟化による保存性の低下） 

将来 
・気候への適応性が低いことに加え、同じ木で数十年栽培する樹木栽培が多いことか

ら、気候変動への対応が難しい。 

 

 (ｴ)麦、大豆、飼料作物 

現状 ・小麦の生育期間の短縮。 

将来 

・小麦のたんぱく質含量の低下。 

・大豆は一定の温度（生育適温）までは収量が増加し、超えると減少に転ずる。 

・牧草の傾向は現時点では不明。 

 

(ｵ)畜産 

現状 

（気候変動の影響か現時点では明確ではないが、次の報告がある。） 

・夏季に肉用牛及び豚の肉質低下。 

・ 〃 採卵鶏の産卵率及び卵重の低下。 

・ 〃 乳用牛の乳量及び成分の低下。 

・ 〃 死亡、廃用頭数の増加。 

将来 ・影響の程度、影響を受ける地域の拡大。 

 

(ｶ)病害虫、雑草 

現状 
・年間世代数（１年間に卵→親を繰り返す回数）の増加。 

・害虫と天敵の構成変化 

将来 ・影響の程度、影響を受ける地域の拡大。 
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 (ｷ)農業生産基 

現状 
・雨が短期間にまとめて強く降る傾向への対応。 

・米の栽培にかかる気温上昇対策。（田植え時期、灌漑方法の変更） 

将来 
・冬季の気温上昇に伴う融雪水量の減少による水資源不足。 

・低標高の水田において湛水時間が増加。 

 

 (ｸ)木材生産（人工林等） 

現状 ・大気の乾燥化によるスギの衰退。 

将来 

・人工林への風害の増加。 

・害虫（ヤツバキクイムシ等）の年間世代数増加による被害拡大。 

・スギ人工林の脆弱化。 

 

 (ｹ)特用林産物（きのこ等） 

現状 ・シイタケの原木栽培において夏場の気温上昇と病害菌発生が関係している可能性。 

将来 

・シイタケの原木栽培において夏場の病害菌発生が増加する可能性。 

・     〃      夏場のシイタケの子実体（きのこ）発生量減少の可能性。 

・     〃      冬場の気温との関係は、現時点では不明。 

 

 □ 水環境・水資源                                                            

  

(ｱ) 湖沼、ダム湖 

現状 ・年間平均気温が 10℃を超えるとアオコ発生のリスクが上昇。 

将来 

・溶存酸素量の低下による水質悪化。 

・ダムの富栄養化。 

・ワカサギ漁獲量の減少。 

 

(ｲ) 河川 

現状 （河川水温の上昇は都市活動等にも左右されるため分析が必要。） 

将来 

・水温上昇。（特に冬季） 

・水温上昇に伴うＤＯの低下。 

・   〃   溶存酸素消費を伴う微生物による有機物分解反応や硝化反応の促進。 

・   〃   藻類の増加による異臭味。 

 

 (ｳ) 水供給（地表水、地下水） 

現状 ・年間降水量の変動が増加。 

将来 
・積雪量の減少、無降水日の増加による渇水リスクの増加。 

・融雪時期の変化により既存の水需要サイクルと水供給のズレ。 

 

 (ｴ) 水供給 

現状 ・気温上昇に伴い水使用量が増加。 

将来 
・気温上昇による飲用水等の都市用水の需要増加。 

・蒸発が促進されることによる農業用水の需要増加。 

 

 □ 自然生態系                                                

  

(ｱ) 高山帯・亜高山帯 

現状 ・植生の分布適域の変化あるいは縮小。 

将来 
・開花期の早期化や短縮により、生物季節の相互関係の変化（花粉媒介昆虫の活動期

と開花期間のズレ等）が発生。 

 

(ｲ) 自然林・二次林 

現状 ・落葉広葉樹から常緑広葉樹へ樹種の置き換わり。 

将来 ・樹木の分布適域の変化。（例…ブナの減少、アカガシの拡大等） 
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 (ｳ) 里地・里山（生態系） 

現状 
（検証不足のため今後の研究が望まれる。） 

・ナラ枯れと竹の分布域の拡大。 

将来 （検証不足のため今後の研究が望まれる。） 

 

(ｴ) 人工林（生態系） 

現状 ・杉林の衰退。 

将来 

・杉人工林の脆弱性の増加。ただし生育不適になる面積の割合は小さい。 

・松枯れと、松枯れに伴う関連産業（林業、マツタケ生産）への影響。 

・害虫の分布拡大。 

 

(ｵ) 野生鳥獣による影響 

現状 
・ニホンジカ、イノシシの分布域の拡大による下層植生の消失と樹木の枯死。ただし

温暖化のみが分布拡大の原因とは限らない。 

将来 ・生息域の拡大。（今後の研究が望まれる。） 

 

(ｶ) 物質収支（生態系における炭素、窒素等の出入りを表したもの） 

現状 （検証不足のため今後の研究が望まれる） 

将来 
（検証不足のため今後の研究が望まれる。） 

・生息域の拡大。 

 

(ｷ) 湖・沼 

現状 ・流域の土地利用の影響を強く受けるため温暖化の影響を把握しにくい。 

将来 ・流域の土地利用の影響を強く受けるため温暖化の影響を把握しにくい。 

 

(ｸ) 河川 

現状 
・ほとんどの河川で堰やダム等により流量調整が行われているため、気候変動 

による影響を検出しにくい。 

将来 

・冷水魚の分布域の減少。 

・融雪出水の時期及び規模の変化による、遡上、降下、繁殖への影響。 

・洪水の増加による河床環境の変化と、それに伴う魚類、底生動物、付着藻類への影響。 

・渇水に起因する水温上昇、溶存酸素の減少。 

 

(ｹ) 生物季節 

現状 ・植物の開花や動物の初鳴きの早まりなど多数の変動が確認されている。 

将来 ・種間の相互作用（植物の開花と花粉媒介昆虫の時期等）への影響。 

 

(ｺ) 分布・個体群の変化 

現状 
・昆虫等で分布北限の高緯度化、ライフサイクルの変化が確認されているが、気候変動 

以外の要因との判別が難しい。 

将来 
・種の絶滅リスクが生じる。 

・気候変動によって侵略的外来生物の定着率が高まる。  

 

 □ 自然災害                                                                

 

(ｱ) 洪水 

現状 
・治水対策の進展により被害面積は減少傾向にあるが、洪水に対する根本的な脆弱性 

は解決していない。 

将来 ・既存の治水施設の防御力を超える河川水量に達するリスク。 
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(ｲ) 内水 

現状 ・内水氾濫の原因となる、短時間に集中する降雨が増加傾向。 

将来 ・短時間に集中する強雨の回数及び規模の増大に伴うリスク。 

 

(ｳ) 土石流、地すべり 

現状 ・短時間に集中する降雨の規模、回数の増加による災害リスクの増加。 

将来 

・降雨開始から災害までが短時間で発生するため避難等の対応の難易度が上昇する。 

・深層崩壊の発生、土石流到達範囲の拡大。 

・既存施設への被害、自然ダムの形成による二次災害。 

・斜面や山の植生の変化に伴う、保水力、根系の支持力低下。 

 

(ｴ) 強風 

現状 （発生頻度及び事例数の少なさから研究事例が確認できず。） 

将来 
・強風や強い台風の発生頻度が上昇。ただし建物被害の増減は地域差がある。 

・竜巻の発生頻度、強度ともに上昇。 

 

 □ 健康                                                                  

 

(ｱ) 死亡リスク 

現状 ・気温の上昇による超過死亡（※）の増加。 

将来 

・高齢者、呼吸器・循環器系に問題を抱える人のリスク増加。 

・光化学オキシダント濃度の上昇による呼吸器・循環器系疾患によるリスク増加。 

・21 世紀中頃熱ストレス超過死亡が２倍以上、21 世紀末では６～８倍に増加。 

 

(ｲ) 熱中症 

現状 ・熱中症搬送患者数の増加。（気候変動のみの影響とは限らない） 

将来 

・発生率の上昇。（特に北海道、東北及び関東） 

・65 歳以上の発症者の増加率が最も多い。高齢化が進む将来では影響は大きい。 

・搬送者数が 21 世紀半ばで３倍を超え、21 世紀末で４～６倍になる。 

・労働効率の低下など臨床症状に至らない健康影響の発生。 

 

(ｳ) 節足動物媒介感染症 

現状 ・ヒトスジシマカの生息域が東北北部まで北上。 

将来 ・21 世紀末で県内ほぼ全域がヒトスジシマカの生息域になる。 

 

 □ 市民生活                                                               

 

(ｱ) 水道・交通等 

現状 
・記録的豪雨による浸水、停電、土砂災害・盛土流出による交通網への被害。 

・渇水、洪水等による水道インフラへの影響。 

将来 ・被害の深刻化。 

 

(ｲ) 暑熱による生活への影響 

現状 ・睡眠障害や屋外活動への影響など、快適性の低下。 

将来 
・気候変動による温暖化に、ヒートアイランド現象による気温上昇が加算されるた

め、健康面と快適性の双方で想定を超えるリスクが生じる可能性がある。 
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資料-６ 盛岡市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針  

 

■盛岡市再生可能エネルギー発電設備の設置に関する指針 

 
私たちのまち盛岡は、緑と清らかな水に恵まれた自然環境

と、長い伝統や文化に育まれた歴史的環境とが調和し、豊か

で良好な環境が今に引き継がれている。 

 

市では、これまで平成16年に地域新エネルギービジョンを、

平成23年には地球温暖化対策実行計画（区域施策編）を定

め、再生可能エネルギーの普及啓発に努めてきている。 

その中で大規模な再生可能エネルギー発電設備について

は、自然環境及び歴史的環境への影響が懸念され、国にお

いては平成29年にガイドラインを制定したところである。 

 

良好な自然環境及び歴史的環境を保全し、将来の世代へ

継承していくことは市の重要な責務であることから、豊かで良

好な環境の保全に配慮された再生可能エネルギー発電設備

の設置推進に向け、地域住民と事業者との相互理解のもと、

自然環境及び歴史的環境と調和した発電設備の設置を促す

ことを目的にこの指針を定める。 

 

１ 位置付け 

本指針は、再生可能エネルギー発電設備の導入促進に

当たり、盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例（昭和46

年条例第50号）第２条の規定により、自然環境及び歴史的

環境の適正な保全を図るために定めたものである。 

 

２ 対象設備 

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関

する特別措置法（平成23年法律第 108号）  

第２条第３項の「再生可能エネルギー発電設備」のうち、電

気事業法（昭和39年法律第 170号）第38条第３項の「事業用

電気工作物」であるものを対象設備とする。 

 

３ 対象地域 

市内全域とする。 

 

４ 市の対応 

次に掲げる事項について事業者に対し強く求め、これらを

踏まえた必要な意見を述べる。 

(1) 再生可能エネルギー発電事業計画は、市の自然環境及

び歴史的環境の保全に十分配慮すること。特に事業計画

地の選定については、これらに調和したものとなるようにす

ること。 

(2) 地域に対して速やかに再生可能エネルギー発電事業計

画の内容を説明会の開催により周知するとともに、意見聴

取を行い、適切に対応すること。 

(3) 地域からの疑義や不安を解消するための方法として、地

域又は市と協定書を締結すること。 

(4) 関係法令等を遵守するほか、次の事項に十分配慮する

こと。 

ア 自然環境・景観に関すること 

(ｱ) 周囲の自然環境への影響を考慮するとともに、景観との

調和を図るため、敷地内の良好な樹木等を極力保存し、活

用するよう配慮するほか、緑化や色彩に配慮すること。 

(ｲ) 再生可能エネルギー発電設備は、付属する電気設備、

構造物等についても、その色彩を、周囲の景観に調和する

よう配慮すること。また、太陽光発電モジュールについては

低反射のものを使用するよう配慮するとともに反射光等へ

の対策について地域住民に説明すること。 

(ｳ) 土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更す

る行為をしようとする場合は、土砂の敷地外への流出等が

ないよう、周辺環境に配慮した適切な設計及び施工をする

こと。 

(ｴ) 設置は、騒音、粉じん、振動、汚水等の発生に十分留意

して施工し、稼働中においても同様とすること。 

(ｵ) 再生可能エネルギー発電設備の柵塀等により、道路の

見通しに支障がないよう配慮すること。 

イ 運用・管理に関すること 

(ｱ) 再生可能エネルギー発電設備に係る異常の発生、地域

住民等から破損等の連絡があった場合は、速やかに現地

を確認するとともに、市に連絡すること。その後、現地の状

況及び講じた措置等についても同様に報告すること。 

(ｲ) 定期的な保守点検の実施はもとより、除草、清掃等を行

い、敷地内を適正に管理すること。 

(ｳ) 事業が終了した際には、再生可能エネルギー発電設備

の撤去をはじめ、適切な処理を行うこと。 

 

５ 指針の適用 

 本指針は、平成30年２月19日から適用する。
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資料-７ 盛岡市環境審議会  

 

■盛岡市環境基本条例（一部抜粋） 
第４章 審議会 

（審議会） 

第25条 環境の保全及び創造に関する重要事項を調査審

議させるため、市長の附属機関として盛岡市環境審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(１) 環境基本計画に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関

すること。 

(３) 盛岡市自然環境及び歴史的環境保全条例（昭和46

年条例第50号）により、その権限に属させられた事項に関

すること。 

（組織） 

第26条 審議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、

知識経験を有する者及び関係団体の役職員のうちから市

長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第27条 審議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互

選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会

長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（部会） 

第28条 審議会に部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選とする。 

４ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

（専門委員） 

第29条 審議会に専門の事項を調査研究させるため、専門委

員を置くことができる。 

２ 専門委員は、知識経験を有する者のうちから市長が委嘱

する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項の調査研究が終了したとき

は、解任されるものとする。 

（会議） 

第30条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開く

ことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

４ 前３項の規定は、部会の会議について準用する。 

５ 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審

議会の議決とすることができる。 

（庶務） 

第31条 審議会の庶務は、環境部において処理する。 

（委任） 

第32条 第25条から前条までに定めるもののほか、審議会及

び部会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。

 

■盛岡市環境審議会部会 運営要領 
（趣旨） 

第１ この要領は、盛岡市環境基本条例（平成10年条例第

11号。以下「条例」という。）第30条第５項及び第32条の規

定により、盛岡市環境審議会（以下「審議会」という。）の部

会運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

    （部会） 

第２ 条例第28条第１項の規定により、審議会に次の部会

を置く。 

(1) 地球・生活環境部会 

(2) 自然・歴史環境部会 

２ 市長は前項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、

審議会に諮って部会を設置することができる。 

３ 部会の所掌事項は、別表１のとおりとする。 

４ 審議会会長は、前項の規定にかかわらず、審議会に諮

って、部会の所掌事項を定めることができる。 

５ 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、部

会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 

（部会の議決） 

第３ 条例第30条第５項の規定に基づき、部会の議決をも

って審議会の議決とすることができる事項は、別表２のとお

りとする。 

２ 審議会会長は、前項の規定にかかわらず、審議会に

諮って、部会の議決をもって審議会の議決とすることがで

きる事項を定めることができる。 

３ 前２項の規定による議決をしたときは、部会長は、その

旨を直近に開催される審議会に報告するものとする。 

 

別表１ 

部会名 所掌事項 

地球・生活

環境部会 

(1) 地球温暖化対策に関すること。 

(2) 資源の循環的利用に関すること。 

(3) 大気・水質等の生活環境の保全に関

す 

ること。 

自然・歴史

環境部会 

(1) 自然環境の保全に関すること。 

(2) 歴史的環境の保全に関すること。 

 

別表２ 

部会名 議決事項 

自然・歴史

環境部会 

(1) 自然環境等保全計画の作成又は変

更。 

(2) 地区等（環境保護地区、保存建造物

等）の指定、変更又は廃止。 
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■盛岡市環境審議会 委員名簿 

氏 名 役職名等 区分 所属部会 

渋 谷 晃太郎 岩手県立大学総合政策学部 教授 知識経験 会 長 

浅 沼 清 一 岩手中央農業協同組合 代表理事専務 団体推薦 自然・歴史 

伊 藤   歩 岩手大学理工学部 教授 知識経験 地球・生活 

蛯 澤 勝 三 公募委員 公募 地球・生活 

小枝指 好 夫 盛岡市町内会連合会  会長 団体推薦 地球・生活 

後 藤 克 裕 公募委員 公募 自然・歴史 

後 藤 良 子 盛岡市小学校長会（市立松園小学校長） 団体推薦 自然・歴史 

木 幡 英 雄 岩手県環境アドバイザー 知識経験 自然・歴史 

小 綿   明 丸ごとネットワーク 好摩東営農環境保全会 事務局長 知識経験 自然・歴史 

佐々木 智 子 盛岡商工会議所 女性会 副会長 団体推薦 地球・生活 

島 田 直 明 岩手県立大学 総合政策学部 准教授 知識経験 自然・歴史 

鷹 木 嘉 孝 盛岡広域森林組合 代表理事組合長 団体推進 自然・歴史 

高 橋 ゆかり 
岩手県 環境生活部 環境生活企画室 

 温暖化・エネルギー対策課長 
団体推薦 地球・生活 

塚 田 浩 子 （財）日本野鳥の会盛岡 幹事 知識経験 自然・歴史 

中 島 清 隆 岩手大学 人文社会科学部 准教授 知識経験 地球・生活 

松 木 佐和子 岩手大学 農学部 講師 知識経験 自然・歴史 

丸 山 ちはや 盛岡大学 短期大学部 助教 知識経験 地球・生活 

皆 川 千 里 岩手県環境アドバイザー 知識経験 地球・生活 

八重樫   満 岩手県環境保健研究センター  副所長 団体推薦 地球・生活 

吉 田  偉 峰 いわて星団連合 代表理事 知識経験 地球・生活 
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資料-８ 計画の策定経過 

 

期日 会議等 内容 

令和2(2020)年 
10月22日 

 

令和２年度 
第２回盛岡市環境基本計画推
進委員会幹事会 

･実行計画（※１）一部改定の目的（気候変動適応計画の策定）と改
定案について説明 

令和2(2020)年 
10月26日 

 

令和２年度 
第２回盛岡市環境基本計画推
進委員会 

･実行計画一部改定の目的（気候変動適応計画の策定）と改定案につい
て説明 

令和2(2020)年 
11月５日 

 
 

令和２年度 
環境審議会第１回全体会 

･実行計画一部改定の目的（気候変動適応計画の策定）と改定案につい
て説明 
･実行計画一部改定について諮問 

第１回地球・生活環境部会 ･実行計画改定案の審議 

令和3(2021)年 
１月19日 

令和２年度 
第３回盛岡市環境基本計画推
進委員会幹事会 

・国の 2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言を受け、既存の地方公共団
体実行計画と合わせて全面改定することを説明 

令和3(2021)年 
１月27日 

令和２年度 
第３回盛岡市環境基本計画推
進委員会 

・国の 2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言を受け、既存の地方公共団
体実行計画と合わせて全面改定することを説明 

令和3(2021)年 
２月３日 

 
 

令和２年度 
環境審議会第２回全体会 

・国の 2050年温室効果ガス排出実質ゼロ宣言を受け、既存の地方公共団
体実行計画と合わせて全面改定することを説明 
・地方公共団体実行計画の改定について諮問 

第２回地球・生活環境部会 ･実行計画の適応策部分（当初諮問）の審議 

令和3(2021)年 
８月３日 

 

令和３年度 
第１回盛岡市環境基本計画推
進委員会幹事会 

・改定作業に関する中間報告 

令和3(2021)年 
８月10日 

 

令和３年度 
第１回盛岡市環境基本計画推
進委員会 

・改定作業に関する中間報告 

令和3(2021)年 
８月19日 

 

令和３年度 
環境審議会第１回全体会 

・実行計画改定案の審議 
・計画策定スケジュールの説明 

第１回地球・生活環境部会 ・実行計画改定案の審議 

令和3(2021)年 
10月28日 

令和３年度 
第２回盛岡市環境基本計画推
進委員会幹事会 

・実行計画改定案の審議 

令和3(2021)年 
11月２日 

 

令和３年度 
第２回盛岡市環境基本計画推
進委員会 

・実行計画改定案の審議 

令和3(2021)年 
11月８日 

 

令和３年度 
環境審議会第２回全体会 

・実行計画改定案の審議 

第２回地球・生活環境部会 ・実行計画改定案の審議 

令和4(2022)年 
１月25日 

 

令和３年度 
第３回盛岡市環境基本計画推
進委員会幹事会 

・実行計画改定案の審議 

令和4(2022)年 
２月４日 

 

令和３年度 
第３回盛岡市環境基本計画推
進委員会 

・実行計画改定案の審議 

令和4(2022)年 
２月９日 

 

令和３年度 
環境審議会第３回全大会 

・実行計画改定案の審議 

令和３年度 
第３回地球・生活環境部会 

・実行計画改定案の審議 

令和4(2022)年 
３月18日 

～４月８日 
パブリックコメント ・実行計画改定案のパブリックコメントを実施 

令和4(2022)年 
4月28日 
 
 

令和４年度 
第１回盛岡市環境基本計画推
進委員会幹事会 

・実行計画改定案のパブリックコメント結果等の報告（書面開催） 

第１回盛岡市環境基本計画推
進委員会 

・実行計画改定案のパブリックコメント結果等の報告（書面開催） 

令和4(2022)年 
５月16日 

令和４年度 
環境審議会第１回全体会 

・実行計画改定案のパブリックコメント結果等の報告 
・実行計画改定について答申 

（※１）盛岡市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 
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資料-９ 市民意見（パブリック･コメント）の概要 

本計画の改定にあたっては、市のパブリックコメントの制度により市民の皆さんから意見を募集しました。  

■ 実施概要 

募集期間  令和４年３月18日（金）から令和４年４月８日（金）まで 

募集方法  郵送、ファクス、直接持参、盛岡市公式ホームページの応募フォーム 

■ 実施結果 

提出者数  個人３人（意見数32件） 

■ 意見の趣旨と市の考え方 

 ＜意見の反映区分＞ 

「Ａ」 計画等に盛り込むもの      ２件      「Ｂ」 計画等に盛込み済のもの   ５件 

「Ｃ 」計画等に盛り込まないもの  10件     「Ｄ」 その他、要望・意見感想等  15件 

№ ﾍﾟｰｼﾞ 意見の趣旨 回 答 区分 

１ ３ 国内外の動向をふまえ、盛岡市はどのようなスタン
スで気候変動対策に取り組むのかを明確に記載した
方が良い。 

① 盛岡市は、世界の平均気温の上昇を 1.5℃に抑
えることを「努力目標」と認識しているか「義務」と認
識しているか。 

② 日本政府の数値目標を「高い」「適切」「低い」の
うちどう受け止めているか。 

③ 盛岡市は気候変動対策のイニシアチブをどの程度
考えているか（世界各地との連携をリードして、世界
の数値目標 に貢献する、など） 

① 世界の平均気温の上昇を 1.5℃に抑えること
は必須であり、そのために本市も相当な努力をし
ていかなければならないと認識しております。 

② 日本政府の温室効果ガス排出削減の数値
目標は、ＥＵやアメリカと比較すると高い目標と
は言い難いものですが、“さらなる高みを目指す”
との国の表明もあったことから、さらに高い目標に
上方修正される可能性があると考えております。 

③ 本計画は本市が市域において新たな目標の
もとどう取り組むのかという計画であり、この計画の
推進を通して脱炭素社会の実現を目指し、世界
的な気候変動を食い止めなければならないと考え
ております。 

Ｄ 

２ ６ S D G sのそれぞれの目標は総合的に取り組むこと
が必要であることは正しいと思うが、実行計画からみ
ると、“総合的に取り組む”ことで、地球温暖化対策
がS D G sの13番目 (気候変動に具体的な対策を) 
の目標に直接関わるということがぼやけてしまう。気候
変動対策という目標をはっきりさせるためにも、目標
13の下に目標に対する手段としての他の目標を配置
するような図が良い。 

御指摘のページは、本計画案とS D G sとの関
わりを解説したもので、アイコンは国際連合広報
センターで示しているロゴをそのまま掲載しておりま
す。規定のロゴであるため、このページのアイコンの
配置は動かすことができないものですので、御了
承ください。 

Ｃ 

３ ７～ 

８ 
法律改正に伴うにしても、国の計画に準拠するだ

けでよいのか。国の計画では、原発は使い続けて、石
炭火力はガス化して延命しようとしている。このような
計画に準拠するという立場でよいのか。 

本市の電力消費における再生可能エネルギー
の自給率は、計画案に示したとおり、おおむね
20％程度であり(p14)、火力発電等による電力
に頼っている状況にあります。したがって、国のエネ
ルギー計画に準拠するというよりは、まず市域内
での省エネの徹底、再エネの推進により、再エネ
の自給率を上げていくことが重要であると認識して
おります。 

Ｄ 

４ ８ 盛岡市の数値目標は“トップダウン方式”で、数値
目標と現状との差を課題とし、その課題を解決するた
めの施策を実施することを希望する。 

新たな計画の数値目標は、トップダウン方式
（上位下達）ではなく、2050年度までにゼロカー
ボンを達成するため、バックキャスティング（あるべ
き姿を設定し、その未来に到達するために何をす
べきかを考える）思考法により設定しており、その
ための施策を第４章に盛り込んでおります。 

Ｂ 

５ 10 この計画案で各取組主体が高い意識を持つ必要
があるとしているが、まず、意識変革が必要なのは市
当局であると思う。 

気候変動対策や脱炭素社会の実現は、一部
の高い意識を持つ市民や事業者だけで達成でき
るものではなく、誰もがそれぞれにできる方法で取
り組まねばならないものであると認識しております。
市は、一事業者としても他の事業者の模範とな
るように、率先して取り組んでまいります。 

Ｄ 
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６ 12 盛岡市の産業構造は第二次産業の占める割合
が小さいという特徴があり、それは市域外で生産され
た生産財を市民が利用しているということを意味し、
それらを生産する過程で排出されたC O 2を他の市町
村に負担してもらっているという構図になっているので
はないか。実行計画（案）に記載されている削減目
標などが市内に限定した数値をもとに算出されている
のであれば、市域外からの生産物やエネルギーの輸
入に関わる数値や、他市町村に依頼する廃棄物の
輸出にかかわる数値、生産物・廃棄物の運搬に関わ
る数値なども考慮し、盛岡市の分も負担していただい
ている他の市町村のために何ができるかという視点も
実行計画に盛り込んだほうが良い。 

本計画改定に係る国の策定マニュアルでは、
自治体ごとの温室効果ガス排出量の算出につい
て、市域外で生産されたものの生産過程で発生
した温室効果ガスは含めないことになっておりま
す。よって、御指摘のとおり大規模な工場等を複
数抱える自治体の排出量は、そのような施設等
を市内に有していない自治体よりも多くなります。 

この度の計画全面改定では、まずは本市が新
たな目標を設定し、その達成のための施策を打ち
出すことを主としており、その過程で我が国の目
標、ひいては世界の目標へ貢献できるという視点
で策定しております。 

Ｃ 

７ 12 盛岡市の実践例を、12ページに記載されている市
の特徴に類似している他の市町村に紹介する計画は
あるのか。市が国の目標(46％削減)を上回る数値
目標を設定することで、2030年を待たずに国の目標
値を達成することになり、他の市町村に実践例を紹
介できると考える。 

 現時点では、本市の実践例を他都市に紹介す
るという予定はありませんが、計画に基づき順調
に、あるいは予想より早く目標を達成できる見込
みとなった場合は、本市の取組を成功事例とし
て、情報発信してまいりたいと考えております。 

当市の取組に限らず、優れた取組事例があれ
ば、相互に情報交換を行っていくことが重要であ
ると考えております。 

Ｄ 

８ 19 「③天候等による発電量の変動」において、太陽
光発電・風力発電の課題が前面に出すぎていて、
「課題を克服できないのではないか」、「課題が多く火
力発電等に依存する現状を仕方がないと捉えている
のではないか」と理解されてしまう。これら再生可能エ
ネルギーの蓄積方法など解決策も紹介したほうが良
い。 

再生可能エネルギーの拡大を図っていく上で、
そのリスクを明示することは必要なことと考え記載
しております。なお、御指摘の再生可能エネルギ
ーの蓄積方法など解決策につきましては、事例と
して第４章にいくつか紹介させていただいておりま
す。 

Ｂ 

９ 19 「(5)まとめ」において、課題を進める際に市民・事
業者への情報の提供や、関連制度整備の取り組み
を進めると記載しているが、市は主体として動くことが
必要であり、宮古市の「宮古市版シュタットベルケ」な
ども参考にしたらと思う。 

本市もエネルギーの地産地消、地域内での資
金循環を目指す観点から、今後、地域新電力
設立に積極的に関わっていくことを想定しておりま
すが、本市の実情に合ったビジネスモデルを構築
することが重要であると認識しております。 

Ｄ 

10 20 1.5℃目標を実現するのは容易ではないとの意見
もある中で、重要なのは多くの人々の合意が得られる
ことである。野心的な目標を達成するためには、皆の
参加で知恵を出し合う場を設けるなどの取り組みが
必要と思う。 

今後、地域脱炭素化促進事業の実施におい
て、議論の場を設けて促進区域を設定していくこ
とになることから、様々な立場の方々の御意見を
伺う場の設定(p30)を検討してまいります。 

Ｄ 

11 22 エネルギーの地産地消により資金の地域外流出を
抑制する効果について、化石燃料代金として地域外
流通している金額を示した方が多くの人の関心を呼
ぶと思う。 

化石燃料の消費量に関しては、都道府県別エ
ネルギー消費統計を基に本市の消費量を按分し
て算出し、卸価格調査等の数値を基に、市域外
に流出した資金額を予測することはある程度可
能と考えますが、市域外の火力発電所等から本
市に供給されている電力の燃料調達にかかった
金額を把握することは困難であるため、本計画案
には記載しておりません。 

Ｃ 

12 24 表３-１-①について、削減見込量をエネルギーの
生産(再生可能エネルギー)とエネルギーの消費(省エ
ネ)とに分けた目標値にしたほうが良い。 

削減見込量1,159千t-C O 2のうち、6割以上を
占めている「電力の低炭素化による削減」が、再
生可能エネルギーの導入と省エネの両方を含み
分割できないため、分けない表示としております。 

Ｃ 
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13 24 表３-１-①中の運輸部門について、家庭としての
運輸距離の削減 (通勤での自家用車利用の削
減)、事業者や行政機関としての運輸距離の削減と
いう視点がない。運輸距離の削減には、事業者にお
いては地産地消の推進が、行政機関としてはごみ処
理施設の分散設置などが必要と考える。 

通勤に自家用車を利用することによって排出さ
れる温室効果ガスを運輸部門の中で個別に算
出できないため、御指摘の表においては、運輸部
門としてまとめて目標値を記載しております。な
お、地産地消の推進や交通対策での取組につき
ましては、第４章に記載しております。 
また、ごみ処理施設の分散設置については、

収集場所と処理施設が近くなることで運搬に要
する燃料の削減が見込まれる一方で、複数の施
設を分散して設置することにより、施設の運転効
率やエネルギー回収効率の低下が見込まれ、県
央ブロックごみ・し尿処理広域化基本構想におい
ては、広域８市町の６つのごみ焼却施設を建て
替える場合と、１施設に集約する場合の温室効
果ガス排出量を比較・検討し、集約化した場合
の方が、温室効果ガス排出量が低減される結果
が示されています。 

Ｂ 

14 24 盛岡市の数値目標と太陽光発電など個々の数値
目標の合計とを同じくすると、個々の数値目標がひと
つでも達成できなかった場合に全体の目標が達成で
きなくなる。よって個々の目標の合計を全体目標の
1.5倍程度になるよう、個々の数値目標を見直すこと
を希望する。 

本計画においては、根拠に基づきバックキャステ
ィング（あるべき姿を設定し、その未来に到達す
るために何をすべきかを考える）思考法により
個々に高い目標を定め、その合計を計画全体の
目標としております。 
目標値の達成状況に関しては、目標値を下

回る項目、ほぼ達成できる項目、目標を超える
項目が考えられますが、第６章に記載したとお
り、PDCAサイクルを活用し、伸び悩んでいる項
目の強化策を定期的に検討して実行するととも
に、順調に進んでいる項目をより一層推進し、全
体の目標達成を目指していくことが有効と考えま
す。 

Ｃ 

15 26 国の脱炭素計画は石炭火力や原発を残すなど不
十分であるため、国民の積極的な気持ちを集めるこ
とが出来ない。“国を挙げての”という立場なら、盛岡
市として国の不十分な点を正すことが必要と思う。 

国の第５次エネルギー計画においても、石炭
火力発電がかなりの割合を占めていることは承知
しておりますが、本市においても再生可能エネルギ
ーの占める割合を上げていけるよう、本計画の下
で、さらなる取組に努めてまいります。 

Ｄ 

16 26 岩手県内は化石燃料産業が少ないために、労働
者の雇用については火力発電所など化石燃料産業
があるところに比べて、雇用を生み育てやすい状況に
あり再エネ産業を発展させやすい条件がある。経済
成長の機会として活用するという基本に立つようにな
ったのはいつなのか。以前からだとしたら、その取り組
みについて説明して頂きたい。 

平成30年4月17日に閣議決定された第５次環
境基本計画において、イノベーションの創出や、経
済・社会的課題との同時解決、経済と環境の好
循環などが謳われております。 
新たな技術開発が環境保全や温室効果ガス

排出削減に貢献していくなど、環境課題の解決に
様々な技術が生かされ、それら技術の発展が同時
に経済の発展にもつながっていくということを示して
おり、上位計画である市環境基本計画（第三
次）に掲載しております。 

Ｂ 

17 27 市・事業者・市民が協働して取組むとあるが、協
働をどのように作り出そうとしているのか、示していただ
きたい。 

市民の参加としては住宅の省エネ、再エネがあり、
既存住宅の断熱を充実させる、屋根にパネルを設置
させることが望まれる。どちらにしても初期投資に多額
の資金が必要となり積極性を削ぐことにつながる。市
の融資制度を作り、住宅の省エネ、再エネに取り組む
際の負担を軽減させる事はどうだろうか。 

市民・事業者・市の協働の取組としては、本編
第３章において、地域脱炭素化促進事業の促
進区域の設定や再生可能エネルギーの導入につ
いて、地域住民や関係者が参加し議論する場を
設けることとしております。また、第４章の「各主
体による協働と環境配慮行動の促進」に、エコラ
イフイベントのような事業者や市民とともに企画運
営をする取組のほか、市民、町内会・自治会、
教育機関やNPOなど多様な各主体が連携しな
がら協働していく取組について記載しております。 
誰もができる取組としては、各家庭や職場にお

ける省エネの取組が挙げられます。 
また、建替え・買替えのタイミングでは、省エネ

製品や温室効果ガスの排出が少ない製品を選ぶ
など、費用負担が大きい取組が多くなるため、補
助・支援制度など、市民・事業者などの取組を促
すような施策を今後も継続し、更に拡充していく
ことで検討しております。 

Ｄ 
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18 31 このページの図に記載している実行計画の策定方
法では「これくらいだったら頑張ればできるだろう」という
ボトムアップ方式で積み上げた目標となってしまう。盛
岡市は実行計画を達成するために、取組主体それぞ
れに対して「□□について△△できませんか」というよ
うな明確な目標を提示し、目標と現状の差を理解
し、課題を明らかにするとともに、目標未達の理由を
把握して課題を解決していくトップダウン方式で取り
組んだほうが良い。 

本計画案は、「これくらいだったら頑張ればでき
るだろう」というフォアキャスト方式ではなく、あるべ
き姿を設定し、その未来に到達するために何をす
べきかを考えるバックキャスティングの手法を取り入
れ目標設定しております。 
今後計画を推進していく中で各主体ごとに多

様な取組を展開していくことになると考えられます
が、それぞれの置かれた状況や環境に応じた取組
を各主体が自分事として実行する中で、市が補
助・支援していく必要があるものと考えておりま
す。 

Ｃ 

19 32 市の役割として、市民・事業者への情報提供・支
援する施策に取り組むとしているが、2050年ゼロカー
ボン目標に対して自治体の動きはそれでよいのか。も
っと踏み込んだ取り組みがあるのでは。 
県内の地域新電力の取り組み例を見ると、2015

年ころから自治体と民間の共同として発足している
が、自治体の役割が大きいことがうかがえる。 

「省エネ、再エネ、省資源」の取り組みに反すること
を自治体が提起してはいけない。例えば、温室効果
ガス排出を進めることになる大規模焼却炉施設を作
る施策は中止にすべきである。 

自治体ができることは、様々な対策・取組の呼
び水であり、それらの取組を市民・事業者に理解
していただき、誰もが取り組むべきものであるという
意識を醸成しつつ、市民や事業者の持つ技術や
発想などを支援していくことが市の役割であると認
識しております。そのためにも、本計画改定を機
に、より広範な市民・事業者を巻き込んだ取組と
なるよう、多様な方法を検討してまいります。 
盛岡広域圏内での地域新電力設立につきま

しては、意欲や関心のある民間事業者等と情報
交換をしている段階であり、設立の際には、市と
して積極的に関わりながらサポートしていきたいと
考えております。 
なお、大規模焼却炉施設につきましては国の

ごみ処理の広域化計画に基づくものであり、集約
によりエネルギー利用の合理化を図るとともに、温
暖化防止にも資するものと考えております。 

Ｄ 

20 40-
41 

電気エネルギーと水素エネルギーの特徴から、図に
示されたエネルギー変換は重要であり、それぞれに示
されたエネルギー変換時のロスを減少させることや、水
素製造・貯蔵の際の運輸距離の削減などが求められ
ていると考える。 

エネルギー変換時のロスを極限まで縮小するこ
とや、天候に左右されない再生可能エネルギーと
しての水素の利活用についても、安定的なエネル
ギー供給のための対策のひとつであると認識して
おり、次回計画改定の際には、それらが少しでも
実現可能となる技術開発等の伸展を期待してお
ります。 

Ｄ 

21 43 波及効果の図表について、「13.気候変動に具体
的な対策を」を中心（トップ）においた図にしたほう
がわかりやすいと思う。（他の施策においても同じ） 

第４章の施策ごとに掲載している波及効果の
イメージ図に関しましては、本計画案の最も重要
な項目(13番)が中心になるよう配置を修正しま
す。 

Ａ 

22 44-
46 

一時期に大量導入した太陽光発電設備はやがて
大量廃棄の時代を迎えることになると言われている。
また今冬の大雪を考えると寒冷地に適した施設の仕
様というのがどこまで有効か不安。性急に進めて大丈
夫なのか。 

太陽光発電設備の法定耐用年数は17年で
すが、太陽光パネルの寿命は20～30年以上とい
われております。御指摘のとおり、廃棄が必要に
なる時期が来ますが、現在、太陽光パネルについ
ては「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に
向けたガイドライン」に基づき取り扱うことが国によ
って定められています。また、再利用についても一
部実用化され、研究が進んでいます。 
積雪のある本市において、積雪がほとんどない

地域と比較すると発電できる期間は少なくなりま
すが、パネルの傾斜によっては雪が比較的早く滑
り落ち、冬期間でも発電は可能です。 
太陽光に限らず風力など自然のエネルギーを

利用する発電は、一定の安定した発電が難しく
課題が多いことも事実ですが、脱炭素社会を目
指す上で、再生可能エネルギーの利用を伸ばし
ていくことは必須であると認識していることから、で
きることから努力していく必要があると考えておりま
す。 

Ｄ 
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23 45 太陽光発電の導入・普及の達成度と目標につい
て、公共施設と住宅の数値の分母（施設数を分母
に、普及施設数を分子）をそろえて達成割合を示す
ほうがわかりやすい。 

市の施設への導入につきましては、国の計画に
基づき2030年度の目標を50％と設定したもので
す。今後施設ごとに導入を検討する過程で、立
地条件や建物の強度などにより設置に適さない
施設も出てくることから、導入可能な施設数（分
母）が減少する可能性が高く、今回は目標を施
設数ではなく割合で表示しました。 
住宅戸数につきましては、統計調査データはあ

るものの、普段人が居住していない住宅が年々
増加し、導入の可能性の低い建設後40～50年
を経過した木造住宅も一定数あることから、現時
点では推計を算出しておりません。太陽光発電の
導入目標の分母として妥当な将来の推計値を
算出することは困難であるため、今回は見送りと
したものです。 
目標や達成率を示す方法につきましては、次

回改定の際に改めて検討いたします。 

Ｄ 

24 47 風力発電の施策について、数値目標がなく、また
2030年度まで導入検討を続ける理由がわからない。
2030年度まで検討を続けるのならば、中期計画では
検討のみであり目標達成には貢献しないこと、2030
年度改定時には数値目標を明確化することを明記
したほうが良い。 

風力発電の市域内でのポテンシャルは太陽光
発電に次いで高いものの(p17)、風力発電は大
型になるほど発電効率が高くなる一方、騒音や
低周波などの課題もあるため、住宅街など身近な
場所への導入は難しいものと考えております。その
ため、具体的な数値目標を設定せず、設置場所
や設置方法について検討しながら普及啓発に努
めてまいります。 

Ｄ 

25 48-
51 

「地域におけるエネルギー地産地消」と「多様な再
生可能エネルギーの導入促進」について、記載されて
いる施策はどのエネルギーに対するものなのか、地産
の施策なのか地消の施策なのか、地産地消という目
的のための施策なのか、目的を実現する手段のため
の施策なのか、目的の実現を推進するための施策な
のかがわからない。地産地消も導入促進も、ひとつの
表に整理したほうが良い。 

本計画においては、地産地消も多様な再生可
能エネルギーの導入も目的ではなく、気候変動を
緩和し持続可能な社会や地域を形成していくた
めの手段と認識しております。御指摘の「地域に
おけるエネルギー地産地消」と「多様な再生可能
エネルギーの導入促進」については、対象が多種
あり、それらをまとめて記載しておりますが、次回
改定の際には図表等による整理も含め記載方法
を検討してまいります。 

Ｄ 

26 49 この木質バイオマスは「地産地消」の枠組みではな
く、「太陽光発電」や「風力発電」と同列で記載した
方が良い。 

本計画においては、市域内での木質バイオマス
の導入が少ないこと、また全国的に見た場合、原
料となる木材やチップを輸入するなどしている事業
者があると聞き及んでいることから、地産地消の
観点で木質バイオマスを推進したいという考えのも
とに「地産地消」の枠組みに掲載したものです。 

Ｃ 

27 63 廃棄物の発生抑制と資源の循環利用に関する目
標について、これはボトムアップ方式の目標であるた
め、「2030年度には○トンにしなければならない」とい
うトップダウン方式の数値にするとともに、2019年度と
2030年度の全世帯数、全事業所数、全事業所人
数を記載しておくと良いと思う。 

目標値については、令和4年3月の盛岡市一
般廃棄物処理基本計画中間見直しにおいて、
これまでの施策の取組による減量目標に、新た
に食品ロス削減に向けた施策の取組による減量
目標を加えて設定したものを記載しております。 
なお、人口や世帯数、事業所数などにつきまし

ては、廃棄物以外の項目にも関わることから資料
編に記載しております(2030年度の事業所数、事
業所人数の推計値は掲載しておりません)。 

Ｃ 

28 66 プラスチックごみは世界的に問題になっているので、
コラム扱いせずに、家庭ごみや事業系ごみと同様に
数値目標を記載すべき。また、地産地消の立場か
ら、盛岡市内の排出分は盛岡市内で処理する（他
の地域に"輸出しない）ことを検討し、実行計画に記
載すべき。 

ごみの焼却により発生する二酸化炭素の削減
については、プラスチックを含めたごみ全体における
資源化や削減の状況を総合的に把握する必要
があることから、現時点では、プラスチックに限定し
た数値目標の設定は考えておりませんが、プラス
チックの削減を市民の皆さんへ促すとともに、循環
型システムについて研究してまいります。 

Ｃ 

29 67-
69 

ゼロカーボンという無謀にも見える目標のもと再生
可能エネルギー導入を過剰に進めるより、県産木材
の幅広い活用、林業従事者育成をもっとも強く進め
継続していくことが、持続可能な社会の実現への近
道だと思うので、安易に流行に左右されず、地域の
環境や予算規模に適した、実現可能な政策を真剣
に検討して欲しい。 

林業従事者の育成は、県産木材の利用や森
林の適正管理のために不可欠であり、また二酸
化炭素の吸収源の確保のためにも重要であるた
め、本計画にも盛り込んでおります。 
また、再生可能エネルギーとしての木質バイオマス
利用という点でも課題が多く、本市に適した取組
を推進していく必要があると考えております。 

Ｂ 



資-27  

30 79 適応策に取り組む事が重要というが、緩和策の不
十分さを確認することが必要。不十分な要因は何だ
ったのか、あいまいにすると適応策も不十分になる。 

緩和策が不十分であった要因は、地球温暖
化の実態とその原因について世界的に意見が一
致することに時間がかかったことなどが指摘されて
いますが、緩和策が不十分であった結果、世界
的な平均気温の上昇を招いていることが明らかに
なっており、本市としてもできうる限りの取組と努
力をすべく、本計画を改定するものです。 

Ｄ 

31 資 -
6 

ごみ排出量のグラフに、世帯数、世帯数当たりの
排出量も記載するとわかりやすい。 

 本市の１世帯あたりの人員は年々減少し、世
帯数は増加傾向であるため（資料編ｐ2）、１
世帯あたりのごみ排出量を記載しても、その変化
の要因が世帯構成人数の変化によるものか、市
民１人あたりの排出量の変化によるものかという
別の分析がさらに必要になります。このグラフは、
本市のごみ排出量が減少傾向であることを示す
ための資料であり、ゼロカーボンを目標とするうえ
で世帯当たりの排出量をグラフに加える必要性は
低いと考え、掲載しておりません。 

Ｃ 

32 資-

11、 

12 

(3)、(4)において、「本市における地球温暖化対
策は～重要であるといえます」という考察が記載され
ているが、資料編はあくまで資料なので、考察は削除
すべき。 

 御指摘のとおり分析までにとどめ、考察部分は
削除します。 

Ａ 
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